
宅地造成に関する工事の許可申請の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政手続法による審査基準 
ア 宅地造成に関する工事の技術基準 

（令第４条～第１７条） 
イ 兵庫県宅地造成技術ﾏﾆｭｱﾙ・改訂版 

申 請 者 

申 請 書 

工 事 着 手 

添付書類 
ア 許可申請書 １通 
イ 許可通知書 １通 
ウ 規則第４条に掲げる図書 （下記参照） 

 エ 委任状（代理者に委任する場合） 
 オ 土地所有者の承諾書 
カ 字限図、土地登記簿謄本 
キ 土量計算書、流量計算書 
ク 設計資格に関する図書 
ケ 工事管理者の資格に関する申告書 
コ その他 
申請手数料（納入通知書により金融機関へ納付） 

報告の徴収（法第１９条） 
ア 工程報告書 
イ 市長が報告を求めた事項（令第２２条） 
工事計画の変更 
ア 工事計画変更届  
イ 宅地造成工事中止・再開・廃止届 
許可標識の設置 
ア 許可年月日・番号  
イ 工事の期間 
ウ 造成主及び工事施工者の住所及び氏名 
エ 設計者及び工事管理者の氏名 
オ 工事の内容（目的、場所、面積） 

審査・現地調査等 

申 請 者 

市 役 所 
（受付・審査） 

許可又は 
不許可通知 

完   了 

申請 



宅地造成等規制法施行規則 

（宅地造成に関する工事の許可の申請） 
第４条 本文の許可を受けようとする者は、別記様式第二の許可申請書の正本及び副本に、次の

表に掲げる図面を添付して、都道府県知事（指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地につい

ては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長。以下同じ。）に提出しなければならない。 

図面の種類 明 示 す べ き 事 項 縮  尺 備    考 
位 置 図 方位、道路及び目標となる地物 1万分の 1以

上 
 

地 形 図 方位及び宅地の境界線 2500 分の 1
以上 

等高線は、２メートル

の標高差を示すものと

すること。 
宅地の平面図 方位及び宅地の境界線並びに切土又は盛土

をする土地の部分、崖（切土又は盛土をす

る土地の部分に生ずるものに限る。以下同

じ。）、擁壁（切土又は盛土をする土地の部

分に生ずる崖に設置するものに限る。以下

同じ。）、排水施設（切土又は盛土をする土

地の部分に設置するものに限る。以下同

じ。）及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドア

ンカーその他の土留（切土又は盛土をする

土地の部分に設置するものに限る。）の位置 

2500 分の 1
以上 

断面図を作成した箇所

に断面図と照合できる

ように記号を付するこ

と。 

宅地の断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 2500 分の 1
以上 

高低差の著しい箇所に

ついて作成すること。 
排水施設の平

面図 
排水施設の位置、種類、材料、形状、内法

寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐口

の位置及び放流先の名称 

500分の1以
上 

 

がけの断面図 崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類が二

以上であるときは、それぞれの土質及びそ

の地層の厚さ）、切土又は盛土をする前の地

盤面並びに崖面の保護の方法 

50 分の 1 以
上 

擁壁で覆われる崖面に

ついては、土質に関す

る事項は示すことを要

しない。 
擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及

び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水

層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の

地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの

位置、材料及び寸法 

50 分の 1 以
上 

 

擁壁の背面図 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径

並びに透水層の位置及び寸法 
50 分の 1 以
上 

 

２  前項の場合において、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置しようと

する者は、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を提出しなけ

ればならない。  

３  第一項の場合において、令第六条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わない者は、土質試験

その他の調査又は試験に基づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければならない。  


